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資料編

１ 津山市障害者施策推進審議会委員名簿

任期：令和 2年 3月 1日～令和 4年 2月 28 日

※市川委員は、令和 2年 4月 1日就任

所属（名称） 役職 氏名

岡山県美作県民局健康福祉部福祉振興課 福祉振興課長 市川 義明

岡山県美作保健所保健課 保健課長 髙井 裕子

岡山県津山児童相談所子ども支援課 子ども支援課長 宮木 久子

津山公共職業安定所専門援助部門 統括職業指導官 黒田 保徳

積善病院 理事長 江原 良貴

社会福祉法人 津山市社会福祉協議会 事務局長 井上 陽一朗

津山市民生児童委員連合協議会 副会長 治郎丸 清志

津山市身体障害者福祉協会 運営委員 古金 広志

社会福祉法人 千寿福祉会 障がい者支援施設 みすず荘 サービス管理責任者 杉井 将俊

津山市手をつなぐ育成会 会長 二木 幸子

社会福祉法人 津山みのり学園 常務理事 大谷 裕子

障害者福祉サービス等支援審査会 審査会委員 大西 祥予

特定非営利活動法人 灯心会 ワーキングメイト 管理者 藤原 寛子

美作大学 准教授 薬師寺 明子

津山市ボランティア交流会 副会長 岡本 初子
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２ 津山市障害者施策推進審議会条例

昭和５５年３月２１日

津山市条例第６号

改正 昭和５６年１２月２４日条例第３０号

平成４年３月１９日条例第２号

平成６年３月２５日条例第５号

平成２２年３月２５日条例第８号

平成２４年３月２１日条例第７号

（目的及び設置）

第１条 障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第３６条第４項の規定に基づき，同項各号

に掲げる事務を処理させるため，津山市障害者施策推進審議会（以下「審議会」という。）を設置

する。

（組織）

第２条 審議会は，委員２０人以内で組織する。

（委員）

第３条 委員は，次に掲げる者のうちから市長が任命する。

（１） 関係行政機関の職員

（２） 学識経験のある者

２ 前項第１号の委員の任期は，当該職にある期間とする。

３ 第１項第２号の委員の任期は，２年とする。ただし，同号の委員に欠員が生じた場合の補

欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。

４ 第１項第２号の委員は，再任されることができる。

（会長及び副会長）

第４条 審議会に会長及び副会長各１人を置き，委員のうちから互選する。

２ 会長は，会務を総理する。

３ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるときは，その職務を代理する。

（庶務）

第５条 審議会の庶務は，環境福祉部社会福祉事務所障害福祉課において行う。

（委任）

第６条 この条例の施行について，必要な事項は，市長が別に定める。

付 則

この条例は，昭和５５年４月１日から施行する。

付 則（昭和５６年１２月２４日条例第３０号抄）

（施行期日）

第１条 この条例は，昭和５７年１月１日から施行する。

付 則（平成４年３月１９日条例第２号抄）
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（施行期日）

１ この条例は，平成４年４月１日から施行する。

付 則（平成６年３月２５日条例第５号）

この条例は，平成６年４月１日から施行する。

付 則（平成２２年３月２５日条例第８号）

この条例は，公布の日から施行する。

付 則（平成２４年３月２１日条例第７号）

（施行期日）

１ この条例中第１条の規定は公布の日から，第２条の規定は規則で定める日から施行する。

（平成２４年６月規則第４１号で，同２４年７月１日から施行）

（経過措置）

２ 第２条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の津山市障害者施策推進協議会条例

第４条の規定により任命されている津山市障害者施策推進協議会の委員は，当該任命されている

任期中に限り，第２条の規定による改正後の津山市障害者施策審議会条例第３条の規定により任

命された委員とみなす。


